
 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、糸魚川市地域クラブ認定団体に対し、市が予算の範囲内で補

助金を交付することに関し、糸魚川市補助金等交付規則（平成17年糸魚川市規則

第50号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 (補助対象団体) 

第２条 この要綱における補助対象団体は、糸魚川市地域クラブ認定要綱（令和７

年糸魚川市告示第73号）に定める地域クラブの認定を受けた団体（以下「地域ク

ラブ」という。）とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、謝

金、旅費、費用弁償、需用費、役務費、使用料、賃借料、借上料その他地域クラ

ブの活動に必要な経費（備品購入費及び飲食費を除く。）とする。 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次の表に掲げる交付基準により算定した額の合計額又は活

動費用の総額（当該活動に対する市及び糸魚川市スポーツ協会からの補助金に

よる収入がある場合は、当該活動費用の総額から当該収入額を控除した額）の

２分の１以内の額のいずれか低い額とする。なお、地域クラブの認定期間が12

か月に満たない場合は、補助金の額を12で除した額に認定期間の月数を乗じた

額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切

り捨てるものとする。 

交付基準 備考 

⑴  指導者数割 

  基準指導者数×1,000円×35週 

基準指導者数は、別に定める。 

⑵ 会員数割 

 ア 20人まで １万円 

 イ 50人まで ３万円 

 ウ 51人以上 ５万円 

会員数は、当該補助金交付申請

時の人数とする。 



 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする地域クラブ（以下「申請者」という。）は、

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴  収支予算書 

⑵  役員及びクラブ員名簿  

⑶  その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により交付申請があったときは、当該申請に係る書類

等の審査を行い、補助金の交付を決定したときは糸魚川市地域クラブ活動支援補

助金交付決定通知書（様式第２号）に、不交付を決定したときは規則に定める補

助金等不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。 

 （概算払）  

第７条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助金の全部又は一部を概算払により交付を受けようとするときは、

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金概算払請求書（様式第３号）に必要書類を添

えて市長に提出するものとする。  

 （実績報告）  

第８条 交付決定者は、申請年度の地域クラブの活動が完了したときは、糸魚川市

地域クラブ活動支援補助金実績報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、

速やかに市長に提出するものとする。  

 ⑴ 事業実績書  

 ⑵ 収支決算書  

 ⑶ その他市長が必要と認める書類  

 （その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

（施行期日） 



 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（この告示の失効) 

２ この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

  糸魚川市長     様 

                  申請者 

                   所在地  

                   名 称  

代表者氏名  

 

 

 

 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付申請書 

 

 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金の交付を受けたいので、糸魚川市地域ク

ラブ活動支援補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

 

１ 交付申請額            円 

 

２ 添付書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 役員及びクラブ員名簿 

⑷ その他市長が必要と認める書類

事務取扱 

担当者         連絡先 



 

様式第２号（第６条関係） 

 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付決定通知書 

 

 第   号 

年  月  日 

様 

糸魚川市長          

 

 

      年  月  日付けで交付申請のありました補助金について、

下記のとおり交付することを決定しましたので、糸魚川市地域クラブ活動支

援補助金交付要綱第６条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額   金               円 

 

 ２ 交付の条件 

  ⑴ 糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付要綱を遵守すること。 

  ⑵ この補助金は、交付要綱に定められた対象経費以外に使用すること

ができない。 

  ⑶ 交付要綱に違反したとき又は補助金の使途が適正でないときは、市

長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

 



 

様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

  糸魚川市長    様 

                  申請者 

                   所在地  

                   名 称  

代表者氏名  

 

 

 

 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金概算払請求書 

 

    年  月  日付け  第  号で通知があったことについて、糸

魚川市地域クラブ活動支援補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり請

求します。 

 

 １ 交付決定額            円 

 ２ 請 求 額            円 

 ３ 振 込 先 

金融機関 
 銀行・信用金庫・信用組合・農協 

 本店・支店・出張所・支所・店 

種  別 

普 通 

口座番号 

店番    ※ゆうちょ銀行の場合のみ 

当 座 番号        

フリガナ  

口座名義  

   ※振込先は、地域クラブ又は代表者の口座とする。 

事務取扱 

担当者         連絡先 



 

様式第４号（第８条関係） 

年  月  日 

 

  糸魚川市長    様 

 

                  補助事業者等 

                   所在地  

                   名 称  

代表者氏名  

 

 

 

 

糸魚川市地域クラブ活動支援補助金実績報告書 

 

 

     年   月   日付け  第  号で交付決定のあった糸魚川市

地域クラブ活動支援補助金について、糸魚川市地域クラブ活動支援補助金交付

要綱第８条の規定により、その実績を報告します。 

 

 

１ 交付決定額            円 

 

２ 添付書類 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

事務取扱 

担当者         連絡先 


